
   

平成 19年 5月 18日 
 
 
各 位 
 
 

株式会社 埼玉りそな銀行 
 
 

｢｢｢｢地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画｣｣｣｣のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて    
 
 
  りそなグループの埼玉りそな銀行（社長 川田 憲治）は、平成 17年 8月に策定した「地

域密着型金融推進計画」に関する平成 17年 4月～平成 19年 3月までの計画期間における

進捗状況について、今般取り纏めましたのでお知らせいたします。 
 
 
本計画期間におきましては、当初掲げた全ての目標について計画を上回る実績となり、 

また重点推進項目をはじめ推進項目毎に計画した各施策についても着実に実施し、具体的

な成果を積み上げることができました。 
 
 
今後も、埼玉りそな銀行では、「埼玉県の皆さまに信頼され、地元埼玉とともに発展する

銀行」を目指し、常に地域の皆さまへの最適かつ高品質な金融サービスのご提供に努める

とともに、地域経済社会の更なる発展・活性化により一層貢献できるよう、引続き地域密

着型金融を推進してまいります。 
 
 
 
資料につきましては、次項以降をご覧下さい。 
 
 
○「地域密着型金融推進計画」の進捗状況について（平成 17年 4月～平成 19年 3月） 
 
 
 

以 上 
 

 

 



「地域密着型金融推進計画」「地域密着型金融推進計画」
の進捗状況についての進捗状況について

平成平成1919年年55月月
埼玉埼玉りそなりそな銀行銀行
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◆ 地域密着型金融とは、金融機関が地域の皆さまとの長期的な取引関係により得られた情報を活用し、質の高い

コミュニケーションを通じて、お客さまのニーズや経営状況等を的確に把握し、これにより金融機能を強化する

とともに、金融機関自身の収益向上を図ることを本質とするものです。

「地域密着型金融」とは
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1.当社における「地域密着型金融推進計画」とは1.当社における「地域密着型金融推進計画」とは

2.全体的な進捗状況及びそれに対する評価2.全体的な進捗状況及びそれに対する評価

ⅠⅠ..全体的な進捗状況および評価全体的な進捗状況および評価

Ｐ1Ｐ1

◆ 当社は、平成15年3月の開業以来、「埼玉県の皆さまに信頼され、地元埼玉とともに発展する銀行」を目指し、また、

りそなｸﾞﾙｰﾌﾟとして「地域・お客さまから最も支持されるｺﾐｭﾆﾃｨ・ﾊﾞﾝｸ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ」を将来ﾋﾞｼﾞｮﾝに掲げ、地域密着の営

業に努めております。

一方、金融機関を取り巻く環境は大きく変化し、お客さまニーズの多様化・高度化、社会的責任・地域貢献への要請

がますます高まるなか、これまで以上に地域のお客さまの目線に立った高品質の金融サービスの提供に徹し、地域経済・

産業と「共存共栄」してこそ、当社の地域金融機関としての使命・責務を果たせるものとの考えに基づき、平成17年8月、

経営の最優先テーマとして『地域密着型金融推進計画』を策定・公表いたしました。

◆ 本計画において、当社は、まさに地域密着型金融を実践し、当社の目指す銀行像を実現していくため、以下の3点を主

要計画項目に掲げ、積極的に取り組んでまいりました。

1．事業再生・中小企業金融の円滑化 2．経営力の強化 3．地域の利用者の利便性向上

◆ 全体として計画に掲げた取組項目は計画通りに進捗し、地域密着型金融の機能強化が図られ、目標とする経営指標等
も計画を上回る実績・成果をあげることができました。

特に「創業・新事業創業・新事業支援機能等の強化」や「経営相談・支援機能強化、及び事業再生への取組み」、
「お客さまの“声”を反映した利便性向上への取組み」などでは、一層のサービス品質向上に向けた機能強化及び
実績の積上げを図ることができました。

また、ﾊﾞｰｾﾞﾙⅡ導入や金融商品取引法改正等を踏まえ、更なる「経営力の強化」に向けた態勢整備を行いました。

◆ 今後も、更なる地域金融機能の強化・お客さまの目線からのサービス改革等に取り組み、常に地域の皆さまに貢献

できる金融サービスの提供に努めてまいります。

✓

✓



ⅡⅡ．大項目毎の進捗状況および評価．大項目毎の進捗状況および評価

1.事業再生・中小企業金融の円滑化1.事業再生・中小企業金融の円滑化

Ｐ2Ｐ2

◆ 地元埼玉県経済の更なる発展・活力向上に貢献するため、当社では事業再生・中小企業金融の円滑化に積極的に取り

組んでおります。

◆ 本計画では、これまでの「機能強化計画※」における各種取組みを継続・進化させると同時に、より地域の事業者の

皆さまに的確で付加価値の高い金融サービスをご提供するため、特に以下の4点を重点推進してまいりました。
※平成15～16年度の2年間を計画期間とする「ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞの機能強化に関するｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」に基づく計画（同計画の実績・評価等については当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧ください）

1．産学官ネットワークの拡充・外部専門機関活用による、技術評価等のノウハウ向上および提案力の強化

2．先進的手法の活用による中小企業の皆さまの資金調達手法の多様化

3．当社とお取引きのない中小企業の皆さまも対象とした、事業再生融資への取組み強化

4．創業・新事業および事業再生をサポートする人材のスキル向上・裾野拡大

◆ 本計画期間においては、各項目とも当初計画した具体策を着実に実施するとともに、各項目で掲げる目標値についても

計画を上回る実績をあげることができました。具体的な成果は以下のとおりです。

創業・新事業支援では、知的財産権担保を活用した融資の取扱いや、経営支援・販路開拓機能をもつ投資ファンド

「埼玉成長企業サポートファンド」の取扱、県内大学での「産学連携セミナー」等の開催などに取り組みました。

また、経営相談・支援機能強化の結果、経営改善に取組むお客さまの34.8％で改善が図られたほか、新たな事業再生

ファンド「埼玉中小企業再生ファンド」の創設・活用や、ＤＩＰ・ＥＸＩＴファイナンス等による再生資金融資の取扱

等、多くの事業再生実績を積み上げることが出来ました。

加えて、スコアリング商品の積極活用・外部機関との提携、個人事業者向けスコアリング商品の取扱開始等による担

保・保証に依存しない融資機能の一層の強化、研修やツール整備によるお客さまへの説明・相談態勢の一層の充実など、

従来からの取組みを更に高度化させることが出来たものと考えております。

◆ 引続き、お客さまのライフサイクルに応じたニーズに的確にお応えし、お客さまの企業価値向上と事業発展、そして
地域経済の再生・活性化のお役に立てる、最適な機能・サービスの提供に向けて機能強化に取り組んでいく考えです。

✓

✓

✓

※ 数値目標の達成状況は4ページ、詳細は5～7ページをご覧ください



Ｐ3Ｐ3

3.地域の利用者の利便性向上3.地域の利用者の利便性向上

◆ 当社では、より地域の利用者の皆さまの利便性向上を図るため、地域・お客さまの目線に立ったサービス提供力の向上、

地域の公的機関・諸団体等と一体となった様々な地域貢献策を積極的に展開しております。

◆ 具体的には、「埼玉りそなＶＯＣ（お客さまの声）」やお客さまアンケートを活用したサービス改革の推進や産業基盤

整備・ＰＦＩ事業・企業立地促進・中心市街地活性化などの地域の「まちづくり」への取組みに積極的に関与・参画して

おります。

◆ 本計画期間においては、これら取組みを全社をあげて強力に推進し、概ね当初計画どおりに進捗、具体的成果をあげる

ことが出来ました。今後も、地域の利用者の満足度を重視した経営に努め、地域金融機関として地域経済社会への貢献に

努めてまいります。

※ 本計画期間における具体的な実績・成果等については「Ⅵ.主な事例紹介」のページをご覧下さい

◆ 地域密着型金融を推進し、地域・お客さまとともに発展していくためには、地域金融機関としての社会的・公共的責任
をしっかりと果たし、当社自身の健全性・収益性を高めていくことが不可欠であります。このため、当社では常に、より
信頼性に優れ高水準の経営システムを整備・確保するよう努めております。

◆ 本計画期間における具体的な取組みとしては、法令等遵守態勢の強化や財務内容の適正性確保、バーゼルⅡ等を踏まえ
たリスク管理態勢の高度化、管理会計の高度化等による収益管理態勢の整備、ＩＴ投資等経営資源の戦略的配分など、
各種施策に積極的に取り組み、計画通りの進捗を図ることができました。

◆ また、目標とする平成18年度末時点での経営指標についても、円貨貸出金、実勢業務純益、当期利益、不良債権比率の

いずれも、計画を上回る実績をあげることができました。

◆ 今後も、更なる経営力の強化に全社をあげて取り組んでまいります。

2.経営力の強化2.経営力の強化 ※ 数値目標の達成状況および詳細は8～10ページをご覧ください

※ 数値目標の達成状況および詳細は11～12ページをご覧ください

ⅡⅡ．大項目毎の進捗状況および評価．大項目毎の進捗状況および評価



1.経営指標（平成18年度）1.経営指標（平成18年度）

ⅢⅢ．数値目標の達成状況．数値目標の達成状況

目 標目 標

Ｐ4Ｐ4

目標値（19/3）目標指標

◇ 円貨貸出金◇ 円貨貸出金

◇ 実勢業務純益◇ 実勢業務純益

◇ 不良債権比率◇ 不良債権比率

◇ 当期利益◇ 当期利益

5兆8,000億円程度

555億円

2.0%程度

245億円

16/3
実績

目標比
137％

50,000 

55,000

60,000
億円

◇ 円貨貸出金

◇ 実勢業務純益

400 

500

700
億円

◇ 当期利益

◇ 不良債権比率

目標比
145％

1.0％

2.0％

3.0％

100 

200

400
億円

2.個別項目2.個別項目

◇創業・新事業ﾌｧﾝﾄﾞ活用◇創業・新事業ﾌｧﾝﾄﾞ活用

◇経営改善支援への取組み◇経営改善支援への取組み

◇スコアリング商品の活用◇スコアリング商品の活用

◇顧客説明態勢の強化◇顧客説明態勢の強化

◇目利き人材の育成・強化◇目利き人材の育成・強化

目 標：ランクアップ率 30.0%

実 績：通期ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ率 34.8%

（参考）ﾘﾚﾊﾞﾝ期間2年間（15～16年度）
のﾗﾝｸｱｯﾌﾟ率 ＝ 25.4％

300

600

目標比
127％

17年4月～19年3月実績 50件

目 標：17年度取扱 24件

実 績： 26件
（融資17件、290百万円）
（投資 9件、130百万円）

17年4月～19年3月実績 3,108億円

目 標：17年度 1,100億円実行

実 績： 1,706億円実行

目 標：全店担当者研修の半期1回
以上開催

実 績：17年7月、12月
18年6月、12月実施

目 標：目利き研修受講者の全店
1名以上の配置

実 績：延べ受講者数355名
全店へ1名以上配置

17/3
実績

18/3
実績

19/3
実績

19/3
目標

目標比
102％

16/3
実績

17/3
実績

18/3
実績

19/3
実績

19/3
目標

達成状況達成状況

18年度実績 達成率

5兆9,150億円

763億円

1.45%  

356億円

102％

137％

127％

145％



②取引先企業に対する経営相談・支援機能強化

◇経営相談・支援機能の強化
・顧客紹介・営業斡旋等ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ成約件数 2,797件
・本部ｻﾎﾟｰﾄ体制の強化、不動産流動化6件、M&A8件実施

・大規模商談会「彩の国ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾘｰﾅ2006、2007」開催(18年2月、19年2月)
・情報の一元化、対応速度向上に向け法人CRMｼｽﾃﾑを開発し、全店展開（18年9月）

◇要注意先債権等の健全債権化等に向けた取組み強化

・審査担当者による顧客訪問、外部専門家等の活用による経営改善・再生支援の実施

・新たな再生ﾌｧﾝﾄﾞの創設、先進的手法の活用による再生機能の強化

◇健全債権化等の強化に関する実績の公表等

･ 経営改善支援取組み先526先のうち､上位遷移先183先(34.8%)､債務者区分維持先200
先(38.0%)｡実績及び個々の再生事例を当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにて開示

②取引先企業に対する経営相談・支援機能強化

◇経営相談・支援機能の強化
・顧客紹介・営業斡旋等ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ成約件数 2,797件
・本部ｻﾎﾟｰﾄ体制の強化、不動産流動化6件、M&A8件実施

・大規模商談会「彩の国ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾘｰﾅ2006、2007」開催(18年2月、19年2月)
・情報の一元化、対応速度向上に向け法人CRMｼｽﾃﾑを開発し、全店展開（18年9月）

◇要注意先債権等の健全債権化等に向けた取組み強化

・審査担当者による顧客訪問、外部専門家等の活用による経営改善・再生支援の実施

・新たな再生ﾌｧﾝﾄﾞの創設、先進的手法の活用による再生機能の強化

◇健全債権化等の強化に関する実績の公表等

･ 経営改善支援取組み先526先のうち､上位遷移先183先(34.8%)､債務者区分維持先200
先(38.0%)｡実績及び個々の再生事例を当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにて開示

①創業・新事業支援機能等の強化

◇融資審査能力（目利き）の向上
・埼玉大学や政策金融機関等との意見交換会等を定例実施

・案件組立能力･与信判断力養成研修実施(17年6月～、延べ253名参加）

・外食・食品ｽｰﾊﾟｰの審査担当者を配置（18年4月）

◇起業・事業展開に資する情報の提供
・中小企業基盤整備機構、埼玉県中小企業振興公社、中小企業診断協会埼玉県支部と

の業務協力体制を構築(17年10月～)
・県内大学にて「産学連携セミナー」等を開催（延べ3回、211社参加）

・女子栄養大学と産学連携協力に関する覚書を締結（18年10月）

・大学知的財産ﾏｯﾁﾝｸﾞｾﾐﾅｰを埼玉大学、群馬大学と共催（18年11月、23社参加）

◇創業・新事業の成長段階に応じた適切な支援

・知的財産権担保融資2件35百万円実行
・農林水産業者向け投融資ﾌｧﾝﾄﾞ「埼玉りそなVｱｸﾞﾘﾌｧﾝﾄﾞ」の創設(17年10月)
・「埼玉りそな投資Vﾌｧﾝﾄﾞ」に引続き、2号ﾌｧﾝﾄﾞ(総額5億円)の組成(18年9月)
・「埼玉成長企業ｻﾎﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ」の創設（19年3月）

①創業・新事業支援機能等の強化

◇融資審査能力（目利き）の向上
・埼玉大学や政策金融機関等との意見交換会等を定例実施

・案件組立能力･与信判断力養成研修実施(17年6月～、延べ253名参加）

・外食・食品ｽｰﾊﾟｰの審査担当者を配置（18年4月）

◇起業・事業展開に資する情報の提供
・中小企業基盤整備機構、埼玉県中小企業振興公社、中小企業診断協会埼玉県支部と

の業務協力体制を構築(17年10月～)
・県内大学にて「産学連携セミナー」等を開催（延べ3回、211社参加）

・女子栄養大学と産学連携協力に関する覚書を締結（18年10月）

・大学知的財産ﾏｯﾁﾝｸﾞｾﾐﾅｰを埼玉大学、群馬大学と共催（18年11月、23社参加）

◇創業・新事業の成長段階に応じた適切な支援

・知的財産権担保融資2件35百万円実行
・農林水産業者向け投融資ﾌｧﾝﾄﾞ「埼玉りそなVｱｸﾞﾘﾌｧﾝﾄﾞ」の創設(17年10月)
・「埼玉りそな投資Vﾌｧﾝﾄﾞ」に引続き、2号ﾌｧﾝﾄﾞ(総額5億円)の組成(18年9月)
・「埼玉成長企業ｻﾎﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ」の創設（19年3月）

1 .事業再生・中小企業金融の円滑化1 .事業再生・中小企業金融の円滑化

ⅣⅣ..具体的な取組みの進捗状況具体的な取組みの進捗状況

①創業・新事業支援機能等の強化

◇融資審査能力（目利き）の向上

・新事業の事業性・技術力評価等の専門情報の活用、共有化

・当社独自の「目利き研修」受講者の拡大

◇起業・事業展開に資する情報の提供

・公的機関や諸団体、埼玉大学、埼玉りそな産業協力財団等との連携

・｢関東甲信越・静岡地域産業ｸﾗｽﾀｰｻﾎﾟｰﾄ金融会議」幹事行として産学官ﾈｯﾄﾜｰｸを強化

◇創業・新事業の成長段階に応じた適切な支援

・政策金融機関等との連携、協調融資の推進

・経営支援、販路開拓機能強化策の実施

②取引先企業に対する経営相談・支援機能強化

◇経営相談・支援機能の強化

・株式公開やＭ＆Ａ等、本部ｻﾎﾟｰﾄ体制の強化

・営業情報の収集・ﾏｯﾁﾝｸﾞ等のﾘｱﾙﾀｲﾑ ｼｽﾃﾑの構築

◇要注意先債権等の健全債権化等に向けた取組み強化

・外部専門家等の活用や本部審査担当者の訪問等による経営改善計画の策定指導強化

・本部ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ機能、再生手法の高度化

・再生ﾌｧﾝﾄﾞ、再生支援融資の活用

◇健全債権化等の強化に関する実績の公表等
・上位遷移状況、具体的事例・手法を積極開示

Ｐ5Ｐ5

計 画 進捗状況

計 画 進捗状況



ⅣⅣ..具体的な取組みの進捗状況具体的な取組みの進捗状況

④担保・保証に過度に依存しない融資の推進等

◇担保・保証に過度に依存しない融資の推進
・ｽｺｱﾘﾝｸﾞ商品取扱実績 20,299件、3,108億円（17年4月～19年3月）

・ｽｺｱﾘﾝｸﾞ商品の提携先の拡充（法人向け商品25団体、個人向け20団体と 提携）

・個人向けｽｺｱﾘﾝｸﾞ商品の取扱開始（17年6月～）
※「個人ｷｬﾗｸﾀｰ保証ﾌｧﾝﾄﾞ」実績176件、685百万円
「ﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝ埼玉倶楽部ﾊﾟｰｿﾅﾙ」実績27件、135百万円

・農林水産業者向けｽｺｱﾘﾝｸﾞ商品｢埼玉りそなｱｸﾞﾘﾛｰﾝ｣実績6件､73百万円(17年10月～）

・県内NPO法人向け融資商品「埼玉りそな NPO 応援ﾛｰﾝ」取扱開始（18年6月）

◇中小企業の資金調達手法の多様化等

・取扱実績：私募債164件288億円、ﾉﾝﾘｺｰｽﾛｰﾝ6件142億円、PJﾌｧｲﾅﾝｽ2件32億円、
ｼ･ﾛｰﾝ88件、売掛債権担保融資保証制度264件64億円、ABL1件

・個人向けｽｺｱﾘﾝｸﾞ商品について税理士会と提携（17年10月）

・関東信越税理士会と提携し、会計参与導入企業向け「埼玉りそな 会計参与導入ﾛｰﾝ」
を導入（18年10月～）

・事業用車両を担保とした動産担保融資の導入決定（19年3月）

④担保・保証に過度に依存しない融資の推進等

◇担保・保証に過度に依存しない融資の推進
・ｽｺｱﾘﾝｸﾞ商品取扱実績 20,299件、3,108億円（17年4月～19年3月）

・ｽｺｱﾘﾝｸﾞ商品の提携先の拡充（法人向け商品25団体、個人向け20団体と 提携）

・個人向けｽｺｱﾘﾝｸﾞ商品の取扱開始（17年6月～）
※「個人ｷｬﾗｸﾀｰ保証ﾌｧﾝﾄﾞ」実績176件、685百万円

「ﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝ埼玉倶楽部ﾊﾟｰｿﾅﾙ」実績27件、135百万円

・農林水産業者向けｽｺｱﾘﾝｸﾞ商品｢埼玉りそなｱｸﾞﾘﾛｰﾝ｣実績6件､73百万円(17年10月～）

・県内NPO法人向け融資商品「埼玉りそな NPO 応援ﾛｰﾝ」取扱開始（18年6月）

◇中小企業の資金調達手法の多様化等

・取扱実績：私募債164件288億円、ﾉﾝﾘｺｰｽﾛｰﾝ6件142億円、PJﾌｧｲﾅﾝｽ2件32億円、
ｼ･ﾛｰﾝ88件、売掛債権担保融資保証制度264件64億円、ABL1件

・個人向けｽｺｱﾘﾝｸﾞ商品について税理士会と提携（17年10月）

・関東信越税理士会と提携し、会計参与導入企業向け「埼玉りそな 会計参与導入ﾛｰﾝ」
を導入（18年10月～）

・事業用車両を担保とした動産担保融資の導入決定（19年3月）

③事業再生に向けた積極的な取組み

◇事業再生に向けた積極的な取組み

・埼玉中小企業再生ﾌｧﾝﾄﾞの組成（17年11月）、取扱実績2件
・先進的手法の活用

ⅰ）ﾌﾟﾚﾊﾟｯｹｰｼﾞ型民事再生（2件）
ⅱ）DIPﾌｧｲﾅﾝｽ（1件）
ⅲ）EXITﾌｧｲﾅﾝｽ（14件）
ⅳ）DPO活用（1件）

・埼玉県中小企業再生支援協議会への持込16先、外部ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ活用23先
・再生新規に関する営業店からの相談窓口を設置（18年10月）

◇再生支援実績に関する情報開示の拡充、再生ﾉｳﾊｳ共有化の一層の推進

・本部審査担当者の営業店訪問による勉強会や営業店担当者との取引先訪問

を通じて、本部の再生ﾉｳﾊｳを継続還元

・再生支援の具体的事例等を当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへ掲載(5事例、17年12月～)

③事業再生に向けた積極的な取組み

◇事業再生に向けた積極的な取組み

・埼玉中小企業再生ﾌｧﾝﾄﾞの組成（17年11月）、取扱実績2件
・先進的手法の活用

ⅰ）ﾌﾟﾚﾊﾟｯｹｰｼﾞ型民事再生（2件）
ⅱ）DIPﾌｧｲﾅﾝｽ（1件）
ⅲ）EXITﾌｧｲﾅﾝｽ（14件）
ⅳ）DPO活用（1件）

・埼玉県中小企業再生支援協議会への持込16先、外部ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ活用23先
・再生新規に関する営業店からの相談窓口を設置（18年10月）

◇再生支援実績に関する情報開示の拡充、再生ﾉｳﾊｳ共有化の一層の推進

・本部審査担当者の営業店訪問による勉強会や営業店担当者との取引先訪問

を通じて、本部の再生ﾉｳﾊｳを継続還元

・再生支援の具体的事例等を当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへ掲載(5事例、17年12月～)

③事業再生に向けた積極的な取組み

◇事業再生に向けた積極的な取組み

・地域金融機関連合型 再生ファンド組成へ参画

・営業譲渡、M&A、DES、DDS等の活用
・埼玉県中小企業再生支援協議会等との連携
・外部専門機関、ノウハウの積極活用

◇再生支援実績に関する情報開示の拡充、再生ﾉｳﾊｳ共有化の一層の推進

・成功事例や再生ｽｷｰﾑ、地域の再生企業への再生支援融資等に関する実績など、広く
ﾉｳﾊｳや当社取組み姿勢を公表（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞやﾏｽﾒﾃﾞｨｱ等を活用）

④担保・保証に過度に依存しない融資の推進等

◇担保・保証に過度に依存しない融資の推進

・知的財産権担保融資への取組み強化

・無担保・ｽﾋﾟｰﾄﾞ審査型の融資商品「埼玉倶楽部」「保証革命」の継続推進、ｾﾝﾀｰ

対応力の強化

・個人事業者向けｽｺｱﾘﾝｸﾞ商品の投入・活用

◇中小企業の資金調達手法の多様化等

・私募債、売掛債権担保融資、ﾉﾝﾘｺｰｽﾛｰﾝ、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ、信託など多様な調達

手法の活用強化

・本部ｻﾎﾟｰﾄ体制、人材強化による融資手法提案力の向上、対応力の高度化

・税理士会、TKC等と連携した商品拡充、活用の強化

計 画 進捗状況

計 画 進捗状況
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⑥人材の育成

◇企業の将来性・技術力を的確に評価できる能力の向上

・専門人材(製造業OB)と営業店担当者との取引先帯同訪問によるOJTの実施 (148件）

・目利き研修の実施（17年11月、19年1月、延べ受講者数355名）

◇経営支援能力の向上

・企業再生支援人材育成勉強会の実施（17年9月～、延べ253名参加）

・営業店ﾌﾞﾛｯｸ単位で、融資部 経営支援室による企業再生支援勉強会を実施

（17年11月～、延べ3回、360名 参加）

・外部機関による地域別研修の開催

⑥人材の育成

◇企業の将来性・技術力を的確に評価できる能力の向上

・専門人材(製造業OB)と営業店担当者との取引先帯同訪問によるOJTの実施 (148件）

・目利き研修の実施（17年11月、19年1月、延べ受講者数355名）

◇経営支援能力の向上

・企業再生支援人材育成勉強会の実施（17年9月～、延べ253名参加）

・営業店ﾌﾞﾛｯｸ単位で、融資部 経営支援室による企業再生支援勉強会を実施

（17年11月～、延べ3回、360名 参加）

・外部機関による地域別研修の開催

⑤顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化

◇顧客への説明態勢の整備

・「顧客への説明態勢の強化Q&A」を策定し（第1編～第6編）、説明会の実施及び社

内ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄへ掲示

・金融商品取引法等法改正や他社事例等を踏まえ、各種規則・ﾏﾆｭｱﾙ等の再整備を行う

とともに、勉強会・研修会を開催し、周知徹底

◇相談苦情処理機能の強化

・営業店への苦情事例等の還元(事例ﾆｭｰｽ53件、応対事例76件 等）

・苦情に対する感応度向上を図るため､日々の支店ﾐｰﾃｨﾝｸﾞにおいて苦情事例を共有化

・営業担当役席者会議、事務管理統括者会議等にて事例を活用した実践型研修を実施

⑤顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化

◇顧客への説明態勢の整備

・「顧客への説明態勢の強化Q&A」を策定し（第1編～第6編）、説明会の実施及び社

内ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄへ掲示

・金融商品取引法等法改正や他社事例等を踏まえ、各種規則・ﾏﾆｭｱﾙ等の再整備を行う

とともに、勉強会・研修会を開催し、周知徹底

◇相談苦情処理機能の強化

・営業店への苦情事例等の還元(事例ﾆｭｰｽ53件、応対事例76件 等）

・苦情に対する感応度向上を図るため､日々の支店ﾐｰﾃｨﾝｸﾞにおいて苦情事例を共有化

・営業担当役席者会議、事務管理統括者会議等にて事例を活用した実践型研修を実施

⑤顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化

◇顧客への説明態勢の整備

・事例分析・具体的事例の社内共有化、Q&Aの拡充

・営業店訪問指導、研修会等による周知徹底
・評価項目の設定

◇相談苦情処理機能の強化

・地域金融円滑化会議の活用、情報共有化

・事例分析・具体的事例の社内共有化、未然防止策の強化

・事例研修・勉強会、営業店訪問指導、CSｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ等による人材教育、周知徹底策の

実施

⑥人材の育成

◇企業の将来性・技術力を的確に評価できる能力の向上

・外部機関・専門家との連携、ﾉｳﾊｳの強化・蓄積

・専門人材の採用による実地指導の展開

・当社独自の目利き研修受講者の拡大、既受講者のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ

◇経営支援能力の向上

・融資部 経営支援室による実践型の帯同教育

・企業再生支援勉強会の開催、実施

・外部機関・専門家との連携、ﾉｳﾊｳの強化・蓄積

・外部専門家を招聘した当社独自の勉強会を実施

計 画 進捗状況

計 画 進捗状況

ⅣⅣ..具体的な取組みの進捗状況具体的な取組みの進捗状況
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②収益管理態勢の整備と収益力の向上

管理会計の精緻化

・原価計算の基礎ﾃﾞｰﾀ等の見直し、新基準での計数算出（18年3月､18年11月）

信用ﾘｽｸ管理の高度化

・財務格付ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙの改定、格付・自己査定ｼｽﾃﾑ(CRAS)導入（17年11月）、お

よび利便性・機能向上実施（18年6月、9月、12月）

・倒産確率の検証、貸出金利ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの見直し

採算状況、ﾘｽｸ分析を通じた商品・ｻｰﾋﾞｽの強化

・「個人ｷｬﾗｸﾀｰ保証ﾌｧﾝﾄﾞ」「埼玉倶楽部ﾊﾟｰｿﾅﾙ」の取扱開始（17年6月）

・農林水産業者向け融資商品「埼玉りそな ｱｸﾞﾘﾛｰﾝ」の取扱開始（17年10月）

・「埼玉りそな 環境ﾌｧﾝﾄﾞ」の対象拡大（18年2月）

・「埼玉りそな 会計参与導入ﾛｰﾝ」取扱開始（18年10月）

②収益管理態勢の整備と収益力の向上

管理会計の精緻化

・原価計算の基礎ﾃﾞｰﾀ等の見直し、新基準での計数算出（18年3月､18年11月）

信用ﾘｽｸ管理の高度化

・財務格付ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙの改定、格付・自己査定ｼｽﾃﾑ(CRAS)導入（17年11月）、お

よび利便性・機能向上実施（18年6月、9月、12月）

・倒産確率の検証、貸出金利ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの見直し

採算状況、ﾘｽｸ分析を通じた商品・ｻｰﾋﾞｽの強化

・「個人ｷｬﾗｸﾀｰ保証ﾌｧﾝﾄﾞ」「埼玉倶楽部ﾊﾟｰｿﾅﾙ」の取扱開始（17年6月）

・農林水産業者向け融資商品「埼玉りそな ｱｸﾞﾘﾛｰﾝ」の取扱開始（17年10月）

・「埼玉りそな 環境ﾌｧﾝﾄﾞ」の対象拡大（18年2月）

・「埼玉りそな 会計参与導入ﾛｰﾝ」取扱開始（18年10月）

①リスク管理態勢の充実

◇ﾊﾞｰｾﾞﾙⅡの3つの柱に沿った態勢強化

第一の柱 ～最低所要自己資本比率～
・17年3月末基準のﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｽﾄ、17年9月末基準、18年3月末基準、18年9月末基準の
ﾊﾞｰｾﾞﾙⅡﾍﾞｰｽの自己資本比率の試算等を通じた、ﾃﾞｰﾀ内容の整備・蓄積及び計算
精度向上へ向けた取組み実施

・ﾊﾞｰｾﾞﾙⅡ信用ﾘｽｸｱｾｯﾄ算出ｼｽﾃﾑの構築（18年9月）

第二の柱 ～監査上の検証ﾌﾟﾛｾｽ～
・監督指針を踏まえ、ﾁｪｯｸﾘｽﾄを作成（18年7月）

・ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ勘定における金利ﾘｽｸ、信用ﾘｽｸ、ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙﾘｽｸ等のﾘｽｸ管理高度化に向け
継続対応

第三の柱 ～市場規律～
・告示・監督指針等を踏まえた適切な開示項目の検討・開示案の作成（19年3月）

①リスク管理態勢の充実

◇ﾊﾞｰｾﾞﾙⅡの3つの柱に沿った態勢強化

第一の柱 ～最低所要自己資本比率～
・17年3月末基準のﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｽﾄ、17年9月末基準、18年3月末基準、18年9月末基準の
ﾊﾞｰｾﾞﾙⅡﾍﾞｰｽの自己資本比率の試算等を通じた、ﾃﾞｰﾀ内容の整備・蓄積及び計算
精度向上へ向けた取組み実施

・ﾊﾞｰｾﾞﾙⅡ信用ﾘｽｸｱｾｯﾄ算出ｼｽﾃﾑの構築（18年9月）

第二の柱 ～監査上の検証ﾌﾟﾛｾｽ～
・監督指針を踏まえ、ﾁｪｯｸﾘｽﾄを作成（18年7月）

・ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ勘定における金利ﾘｽｸ、信用ﾘｽｸ、ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙﾘｽｸ等のﾘｽｸ管理高度化に向け
継続対応

第三の柱 ～市場規律～
・告示・監督指針等を踏まえた適切な開示項目の検討・開示案の作成（19年3月）

①リスク管理態勢の充実

◇ﾊﾞｰｾﾞﾙⅡの3つの柱に沿った態勢強化

第一の柱～最低所要自己資本比率～
・17年3、9月末基準のﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｽﾄ等を通じたﾃﾞｰﾀ内容の整備・蓄積、 及び計算精度等

の向上

第二の柱 ～監査上の検証ﾌﾟﾛｾｽ～
・最終合意文書からﾁｪｯｸﾘｽﾄを作成し、以下の具体的論点を中心に18年度下期までに

課題解決に向けて対応

ⅰ）ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ勘定における金利ﾘｽｸ ⅱ）信用集中ﾘｽｸ

第三の柱 ～市場規律～
・定量的・定性的項目の適切な情報開示の実施

②収益管理態勢の整備と収益力の向上

管理会計の精緻化

・業務別単価、原価計算の精緻化等による採算分析の高度化を図り、戦略・施策に
反映

信用ﾘｽｸ管理の高度化

・内部格付制度、貸出金利ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等の運用厳正化

・ﾃﾞｰﾀ蓄積、検証の強化

採算状況、ﾘｽｸ分析を通じた商品・ｻｰﾋﾞｽの強化

・地域特性やﾆｰｽﾞ､ﾘｽｸ特性等に基づく商品・ｻｰﾋﾞｽの見直し､新商品等の開発・導入

計 画

ⅣⅣ..具体的な取組みの進捗状況具体的な取組みの進捗状況

2 .経営力の強化2 .経営力の強化

進捗状況

計 画 進捗状況

✓

✓

Ｐ8Ｐ8

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



ⅣⅣ..具体的な取組みの進捗状況具体的な取組みの進捗状況

④法令等遵守態勢の強化

◇法令等遵守状況の点検強化等

・部店内研修の見直しを行い、担い手に応じた効果的・効率的な研修体制の構築を実

施。以降、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括部が四半期毎に重要ﾃｰﾏを選定し、全部店で実施

・ﾘｽｸ性商品販売における適切性確保に向けた販売ﾙｰﾙの見直し、厳正運用の徹底

・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽに関する意識調査を行い、その分析結果を踏まえた研修を実施

・取引等の適切性、広告等表示の適切性について全社的な見直しを実施し、ﾏﾆｭｱﾙや

ﾁｪｯｸﾘｽﾄ等を高度化

◇適切な顧客情報の管理・取扱いの確保

・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括部によるﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、営業店訪問ﾁｪｯｸ・指導等の機能強化

・情報漏えい事故根絶に向けた、郵送物の削減等の各種情報管理体制強化策を策定、
実施

④法令等遵守態勢の強化

◇法令等遵守状況の点検強化等

・部店内研修の見直しを行い、担い手に応じた効果的・効率的な研修体制の構築を実

施。以降、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括部が四半期毎に重要ﾃｰﾏを選定し、全部店で実施

・ﾘｽｸ性商品販売における適切性確保に向けた販売ﾙｰﾙの見直し、厳正運用の徹底

・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽに関する意識調査を行い、その分析結果を踏まえた研修を実施

・取引等の適切性、広告等表示の適切性について全社的な見直しを実施し、ﾏﾆｭｱﾙや

ﾁｪｯｸﾘｽﾄ等を高度化

◇適切な顧客情報の管理・取扱いの確保

・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括部によるﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、営業店訪問ﾁｪｯｸ・指導等の機能強化

・情報漏えい事故根絶に向けた、郵送物の削減等の各種情報管理体制強化策を策定、
実施

③ガバナンスの強化

◇財務内容の適正性の確認

・「株式会社りそなﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽの有価証券報告書・半期報告書用報告資料作成のため
の取扱要領」の制定（17年6月）

・上記取扱要領に則り、資料作成部署が記載内容の適正性を確認した上で、代表者が

記載内容の適正性を確認（18年12月）

・内部監査部による、「情報開示(有価証券報告書)に係る内部統制整備状況に関する

監査」の実施。取扱要領等の制定状況や報告資料検証ﾌﾟﾛｾｽの適正性等を検証

（18年12月）

・「財務報告内部統制ＷＧ」を組成し（18年3月）、財務報告にかかる内部統制態勢の

整備を実施（会社ﾚﾍﾞﾙ統制の評価質問書（暫定版）策定、業務ﾌﾟﾛｾｽ文書化 等）

③ガバナンスの強化

◇財務内容の適正性の確認

・「株式会社りそなﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽの有価証券報告書・半期報告書用報告資料作成のため
の取扱要領」の制定（17年6月）

・上記取扱要領に則り、資料作成部署が記載内容の適正性を確認した上で、代表者が

記載内容の適正性を確認（18年12月）

・内部監査部による、「情報開示(有価証券報告書)に係る内部統制整備状況に関する

監査」の実施。取扱要領等の制定状況や報告資料検証ﾌﾟﾛｾｽの適正性等を検証

（18年12月）

・「財務報告内部統制ＷＧ」を組成し（18年3月）、財務報告にかかる内部統制態勢の

整備を実施（会社ﾚﾍﾞﾙ統制の評価質問書（暫定版）策定、業務ﾌﾟﾛｾｽ文書化 等）

③ガバナンスの強化

◇財務内容の適正性の確認

・内部監査部による監査、監査法人による会計監査に加え、りそなﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ宛に報
告する有価証券報告書作成用の資料について以下の対応を実施

ⅰ）資料作成ﾌﾟﾛｾｽの規程化

ⅱ）代表者による記載内容の適正性確認、確認書の提出

ⅲ）りそなﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ内部監査部と連携した、財務報告に係る内部統制状況の監査

の実施

・ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ強化に対する規律づけとして、積極的な情報開示の実施

④法令等遵守態勢の強化

◇法令等遵守状況の点検強化等

・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ遵守状況のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ機能の強化

・りそなＳＴＡＮＤＡＲＤ（りそなｸﾞﾙｰﾌﾟ行動指針）の浸透

・ﾏﾈﾛﾝ防止、反社会的勢力対応、不正口座利用等に対する厳正対応の継続

・ﾘｽｸ性商品販売等における指導・運営状況ﾁｪｯｸの強化

・他社事例等に基づく不祥事故未然防止策の拡充

◇適切な顧客情報の管理・取扱いの確保

・個人情報保護・管理状況のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ機能の強化

・個人情報管理態勢に係る一斉点検結果等を踏まえた情報管理体制の強化策の実施

※上記 周知徹底に向けた研修・勉強会・調査等実施

計 画 進捗状況

計 画 進捗状況
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ⅣⅣ..具体的な取組みの進捗状況具体的な取組みの進捗状況

⑤ＩＴの戦略的活用

◇戦略実現、利用者の利便性向上・保護ﾙｰﾙ徹底の戦略ﾂｰﾙとしてIＴ投資

配分を実施

・ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ偽造・盗難対応の「第二の鍵」として、ｶｰﾄﾞﾛｯｸｻｰﾋﾞｽの取扱開始
（17年10月)

・ATM365日稼動開始（18年5月）

・生体認証付ICｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ取扱開始（18年10月）

・TV電話ｼｽﾃﾑ設置店の拡大（38か店体制へ）

TV電話ｼｽﾃﾑの機能拡充（19年1月）

・CRMｼｽﾃﾑの構築・稼働

個人CRM(18年3月）、法人CRM（18年9月）全店展開

・ﾏﾙﾁﾍﾟｲﾒﾝﾄﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑATM対応（17年5月）

・格付・自己査定ｼｽﾃﾑ「CRAS」の導入・稼動（17年11月）

・与信審査支援ｼｽﾃﾑの開発着手（18年11月）

・財務報告内部統制文書化ｼｽﾃﾑ導入（18年7月）

・新BIS対応ｼｽﾃﾑ構築（18年9月）

※ なお､りそなｸﾞﾙｰﾌﾟでは17年度上期にｼｽﾃﾑ統合を完了し、各種ｼｽﾃﾑ機能の高度化を

図りました。

⑤ＩＴの戦略的活用

◇戦略実現、利用者の利便性向上・保護ﾙｰﾙ徹底の戦略ﾂｰﾙとしてIＴ投資

配分を実施

・ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ偽造・盗難対応の「第二の鍵」として、ｶｰﾄﾞﾛｯｸｻｰﾋﾞｽの取扱開始
（17年10月)

・ATM365日稼動開始（18年5月）

・生体認証付ICｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ取扱開始（18年10月）

・TV電話ｼｽﾃﾑ設置店の拡大（38か店体制へ）

TV電話ｼｽﾃﾑの機能拡充（19年1月）

・CRMｼｽﾃﾑの構築・稼働

個人CRM(18年3月）、法人CRM（18年9月）全店展開

・ﾏﾙﾁﾍﾟｲﾒﾝﾄﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑATM対応（17年5月）

・格付・自己査定ｼｽﾃﾑ「CRAS」の導入・稼動（17年11月）

・与信審査支援ｼｽﾃﾑの開発着手（18年11月）

・財務報告内部統制文書化ｼｽﾃﾑ導入（18年7月）

・新BIS対応ｼｽﾃﾑ構築（18年9月）

※ なお､りそなｸﾞﾙｰﾌﾟでは17年度上期にｼｽﾃﾑ統合を完了し、各種ｼｽﾃﾑ機能の高度化を

図りました。

⑤ＩＴの戦略的活用

◇戦略実現、利用者の利便性向上・保護ﾙｰﾙ徹底の戦略ﾂｰﾙとしてＴ投資配分

を実施

ⅰ）地域特性・顧客ﾆｰｽﾞに基づくｻｰﾋﾞｽ機能

－偽造ｶｰﾄﾞ対策、ICｶｰﾄﾞ、ﾀﾞｲﾚｸﾄﾁｬﾈﾙ機能等

ⅱ）ｻｰﾋﾞｽ提供力・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ力強化のための機能

－TV電話ｼｽﾃﾑ、CRMｼｽﾃﾑ等

ⅲ）地域の取組みと連携した機能

－ﾏﾙﾁﾍﾟｲﾒﾝﾄﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ、公金振込ｼｽﾃﾑ等

ⅳ）地域運営を支える機能

－地域本部の情報系ｼｽﾃﾑ、ﾈｯﾄﾜｰｸ機能等

ⅴ）ﾘｽｸ管理高度化のための機能

－新BIS対応ｼｽﾃﾑ、顧客情報管理機能、格付・自己査定ｼｽﾃﾑ等

計 画 進捗状況

Ｐ10Ｐ10



②充実した分かりやすい情報開示の推進

◇充実した分かりやすい情報開示の推進

・創業・新事業支援や事業再生支援等の具体的ｽｷｰﾑや事例等については、都度ﾘﾘｰｽや

ﾏｽｺﾐ媒体への情報提供により積極的に開示

・ﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌の発刊にあたり、見易さや分かり易さという観点から企画・構成

を見直し､ｸﾞﾗﾌや図表等を活用した誌面構成で情報を開示

(17年12月､18年7月､18年12月発刊）

・また、上記ﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌には「埼玉りそなVOC」 の取組状況の掲載やｱﾝｹｰﾄはが

きの差込みを実施（17年12月～）

・見易さ・使い易さを重視した当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの更改を実施（19年3月）

②充実した分かりやすい情報開示の推進

◇充実した分かりやすい情報開示の推進

・創業・新事業支援や事業再生支援等の具体的ｽｷｰﾑや事例等については、都度ﾘﾘｰｽや

ﾏｽｺﾐ媒体への情報提供により積極的に開示

・ﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌の発刊にあたり、見易さや分かり易さという観点から企画・構成

を見直し､ｸﾞﾗﾌや図表等を活用した誌面構成で情報を開示

(17年12月､18年7月､18年12月発刊）

・また、上記ﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌には「埼玉りそなVOC」 の取組状況の掲載やｱﾝｹｰﾄはが

きの差込みを実施（17年12月～）

・見易さ・使い易さを重視した当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの更改を実施（19年3月）

①地域貢献等に関する情報開示

◇地域貢献等に関する情報開示

・地域のお客さまのご預金・ご融資等の状況に加え、創業・新事業支援や事業再生支

援、地域との連携状況、ＣＳＲ（企業の社会的責任）活動等を盛り込んだ「埼玉り

そな銀行ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌」を発刊（17年7月､18年7月､19年1月）

・ﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌「埼玉りそな銀行TODAY」を発刊（17年12月､18年7月､18年12月）

・事業再生事例・VOC事例等を当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへ掲載（17年12月､18年5月､18年11月）

①地域貢献等に関する情報開示

◇地域貢献等に関する情報開示

・地域のお客さまのご預金・ご融資等の状況に加え、創業・新事業支援や事業再生支

援、地域との連携状況、ＣＳＲ（企業の社会的責任）活動等を盛り込んだ「埼玉り

そな銀行ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌」を発刊（17年7月､18年7月､19年1月）

・ﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌「埼玉りそな銀行TODAY」を発刊（17年12月､18年7月､18年12月）

・事業再生事例・VOC事例等を当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへ掲載（17年12月､18年5月､18年11月）

①地域貢献等に関する情報開示

◇地域貢献等に関する情報開示

・地域のお客さまのご預金・ご融資等の状況に加え、創業・新事業支援や事業再生支

援、地域との連携状況、ＣＳＲ（企業の社会的責任）活動等を開示

・ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌、ﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌「埼玉りそな銀行ＴＯＤＡＹ」、当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等

に地域貢献に関する情報を積極的に掲載

・ﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌の年2回発刊、増刷を検討

②充実した分かりやすい情報開示の推進

◇充実した分かりやすい情報開示の推進

・創業・新事業支援や事業再生支援では、実績のみならず成功事例やそのｽｷｰﾑ等につ

いても開示

・お客さまの意見・要望等を集約し、経営施策に反映する「埼玉りそなVOC」取組状

況の掲載

・実績や目標、その進捗状況等については、グラフや図表等を活用し、分かりやすい

形で開示

・ﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌差込みはがき等を活用し、開示する情報や掲載方法等へのお客さま

意見を反映

計 画

ⅣⅣ..具体的な取組みの進捗状況具体的な取組みの進捗状況

3.地域の利用者の利便性向上3.地域の利用者の利便性向上

進捗状況

計 画 進捗状況
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④地域再生推進のための各種施策との連携等

◇地域再生推進のための地域の取組み施策等との連携強化

・市街地再開発組合向け83億円、土地区画整理組合向け28億円のﾌｧｲﾅﾝｽ実行

・ PFI事業向けﾌｧｲﾅﾝｽ32億円実行（越谷広域斎場、さいたま市ﾌﾟﾗｻﾞﾉｰｽ）

・埼玉県による企業誘致活動へ積極的に協力、当社紹介により25件で成約

・地公体・諸団体や埼玉大学等との連携・推進体制を整備、強化

・さいたま商工会議所等10団体とTMO事業に関わる業務協力について合意

（17年12月～18年3月）

・TMO事業に係るつなぎ融資取扱2件73百万円

④地域再生推進のための各種施策との連携等

◇地域再生推進のための地域の取組み施策等との連携強化

・市街地再開発組合向け83億円、土地区画整理組合向け28億円のﾌｧｲﾅﾝｽ実行

・ PFI事業向けﾌｧｲﾅﾝｽ32億円実行（越谷広域斎場、さいたま市ﾌﾟﾗｻﾞﾉｰｽ）

・埼玉県による企業誘致活動へ積極的に協力、当社紹介により25件で成約

・地公体・諸団体や埼玉大学等との連携・推進体制を整備、強化

・さいたま商工会議所等10団体とTMO事業に関わる業務協力について合意

（17年12月～18年3月）

・TMO事業に係るつなぎ融資取扱2件73百万円

③地域の利用者の満足度を重視した金融機関経営の確立

・「埼玉りそなVOC」に寄せられた「お客さまの声」をもとに各種ｻｰﾋﾞｽ向上策や利用

者保護機能強化策等を実施

・一層の顧客保護・利便性向上を図るため、社長を委員長とする「ｻｰﾋﾞｽ品質管理委員

会」を設置するとともに、お客さまｻﾎﾟｰﾄに係る基本方針を制定（19年3月）

・組織横断的な「VOC推進部会」開催等を通じ、具体的な改善策の協議･検討を実施。

加えて「声」に対する検討・回答還元ｻｲｸﾙを見直し、迅速な対応を一層徹底

（17年9月）

・「埼玉りそなVOC」に寄せられた「声」に基づく改善事例の中で代表的なものをﾐﾆ
ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌にて公表（17年12月、18年7月、18年12月）

・「ｸﾞｯﾄﾞﾘﾚｰｼｮﾝ･ｱﾝｹｰﾄ」はがき、「埼玉りそなVOC」に加え、利用者満足度に関する

ｱﾝｹｰﾄを実施（17年10月、18年6月）

・ ﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌へのｱﾝｹｰﾄはがき差込みを実施（17年12月～）

③地域の利用者の満足度を重視した金融機関経営の確立

・「埼玉りそなVOC」に寄せられた「お客さまの声」をもとに各種ｻｰﾋﾞｽ向上策や利用

者保護機能強化策等を実施

・一層の顧客保護・利便性向上を図るため、社長を委員長とする「ｻｰﾋﾞｽ品質管理委員

会」を設置するとともに、お客さまｻﾎﾟｰﾄに係る基本方針を制定（19年3月）

・組織横断的な「VOC推進部会」開催等を通じ、具体的な改善策の協議･検討を実施。

加えて「声」に対する検討・回答還元ｻｲｸﾙを見直し、迅速な対応を一層徹底

（17年9月）

・「埼玉りそなVOC」に寄せられた「声」に基づく改善事例の中で代表的なものをﾐﾆ
ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌にて公表（17年12月、18年7月、18年12月）

・「ｸﾞｯﾄﾞﾘﾚｰｼｮﾝ･ｱﾝｹｰﾄ」はがき、「埼玉りそなVOC」に加え、利用者満足度に関する

ｱﾝｹｰﾄを実施（17年10月、18年6月）

・ ﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌へのｱﾝｹｰﾄはがき差込みを実施（17年12月～）

③地域の利用者の満足度を重視した金融機関経営の確立

「埼玉りそなVOC」の活用

・地域の皆さまの声を営業戦略や業務施策等に反映する仕組み「埼玉りそなVOC」
を活用し、 商品・ｻｰﾋﾞｽ提供力を強化

・VOC検討部会による検討、経営への進捗報告

・具体的改善策等の当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等への掲載

お客さまアンケートの活用

・「ｸﾞｯﾄﾞﾘﾚｰｼｮﾝ･ｱﾝｹｰﾄ」はがきに加え、新たな満足度調査の実施

・ﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌へのｱﾝｹｰﾄはがき差込み

④地域再生推進のための各種施策との連携等

◇地域再生推進のための地域の取組み施策等との連携強化

・地域金融の円滑化、創業・新事業支援、事業再生支援等に加え、以下の取組みを中

心に、地域自治体・諸団体等との連携強化、施策推進

ⅰ）県内市街地再開発・土地区画整理事業等、「まちづくり」施策

ⅱ）県内産業振興・雇用創出等への貢献策としての企業誘致運動

ⅲ）県内ＰＦＩ事業全案件への参画

ⅳ）県の施策である「商店街活性化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」に沿ったＴＭＯ事業推進

計 画

ⅣⅣ..具体的な取組みの進捗状況具体的な取組みの進捗状況

進捗状況

計 画 進捗状況
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✓

✓



ⅤⅤ..再チャレンジ支援に資する取組み再チャレンジ支援に資する取組み
((個人保証に過度に依存しない融資に向けた取組み個人保証に過度に依存しない融資に向けた取組み))

スコアリングモデルを活用した融資

17年度取扱実績 ： 件数 10,642件、金額 1,706億円

18年度取扱実績 ： 件数 9,657件、金額 1,402億円

18年度期末残高 ： 2,143億円

◇特徴的取組み事例

・スコアリング商品については、対象先を法人のお客さまに限定
していましたが、17年6月より順次対象先の拡大、商品の拡充
を行なっております。

17年 6月 ： 個人キャラクター保証ファンド

埼玉倶楽部パーソナル

17年10月 ： 埼玉りそな アグリローン

18年10月 ： 埼玉りそな 会計参与導入ローン

・また、スコアリング商品の利用について、県内各商工会議所等
との提携を進めております。
（法人向け：25団体、個人向け：20団体）

スコアリングモデルを活用した融資

17年度取扱実績 ： 件数 10,642件、金額 1,706億円

18年度取扱実績 ： 件数 9,657件、金額 1,402億円

18年度期末残高 ： 2,143億円

◇特徴的取組み事例

・スコアリング商品については、対象先を法人のお客さまに限定
していましたが、17年6月より順次対象先の拡大、商品の拡充
を行なっております。

17年 6月 ： 個人キャラクター保証ファンド

埼玉倶楽部パーソナル

17年10月 ： 埼玉りそな アグリローン

18年10月 ： 埼玉りそな 会計参与導入ローン

・また、スコアリング商品の利用について、県内各商工会議所等
との提携を進めております。
（法人向け：25団体、個人向け：20団体）

動産・債権譲渡担保融資（ABLを含む）

17年度取扱実績 ： 件数 196件、金額 38億円

18年度取扱実績 ： 件数 72件、金額 28億円

18年度期末残高 ： 金額 5億円

◇特徴的な取組事例

・18年10月、お客さまの商品在庫の価値に着目し、 当社ＡＢＬ
第一号案件として取扱いたしました。

商品在庫の評価は、豊富な商品データを保有する、株式会社
ドン・キホーテに依頼するスキームとしております。

・この他、埼玉県信用保証協会の制度融資｢売掛債権担保融資｣
を活用し、動産・債権譲渡担保融資の取扱を積極的に推進し
ております。

・また、19年3月に、事業用車両を担保とする新型融資の導入を
決定し、4月より取扱を開始しております。

動産・債権譲渡担保融資（ABLを含む）

17年度取扱実績 ： 件数 196件、金額 38億円

18年度取扱実績 ： 件数 72件、金額 28億円

18年度期末残高 ： 金額 5億円

◇特徴的な取組事例

・18年10月、お客さまの商品在庫の価値に着目し、 当社ＡＢＬ
第一号案件として取扱いたしました。

商品在庫の評価は、豊富な商品データを保有する、株式会社
ドン・キホーテに依頼するスキームとしております。

・この他、埼玉県信用保証協会の制度融資｢売掛債権担保融資｣
を活用し、動産・債権譲渡担保融資の取扱を積極的に推進し
ております。

・また、19年3月に、事業用車両を担保とする新型融資の導入を
決定し、4月より取扱を開始しております。

コベナンツを活用した融資

現在当社では、取扱しておりませんが、今後もお客さまのニーズ

等を踏まえ、融資手法としての活用を検討してまいります。

コベナンツを活用した融資

現在当社では、取扱しておりませんが、今後もお客さまのニーズ

等を踏まえ、融資手法としての活用を検討してまいります。

知的財産担保融資

17年度取扱実績 ： 件数 2件、金額 35百万円

18年度期末残高 ： 28百万円

◇特徴的な取組事例

・平成16年度に実行した日本政策投資銀行との協調融資のノウハ
ウを活用し、本計画期間中に2件取扱いたしました。このうち1
件は、お客さまの著作権を担保とするもの、もう1件は、お客
さまの特許権を担保とするものです。

知的財産担保融資

17年度取扱実績 ： 件数 2件、金額 35百万円

18年度期末残高 ： 28百万円

◇特徴的な取組事例

・平成16年度に実行した日本政策投資銀行との協調融資のノウハ
ウを活用し、本計画期間中に2件取扱いたしました。このうち1
件は、お客さまの著作権を担保とするもの、もう1件は、お客
さまの特許権を担保とするものです。
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ⅥⅥ..主な事例紹介主な事例紹介

Ｐ14Ｐ14

1.創業・新事業支援機能強化への取組み事例1.創業・新事業支援機能強化への取組み事例

事例１

＜埼玉りそなVﾌｧﾝﾄﾞ＞

・ﾍﾞﾝﾁｬｰ・第二創業企業向け資金調達円滑化に向け「埼玉りそなVﾌｧﾝﾄﾞ（Vﾌｧﾝﾄﾞ2号を含む）」を積極活用。17年度目標24件に対し、

19年3月までに50件。うち2件は、昨年度の日本政策投資銀行との協調融資ﾉｳﾊｳを活かし、知的財産権を担保に融資を取扱。

また、同ﾌｧﾝﾄﾞの実行が投資上限（5億円）に達したことに伴い、同投資2号ﾌｧﾝﾄﾞ（総額5億円）を創設し、4件取扱。

事例３

＜創業・ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業 融資相談窓口＞

・地域の創業者やﾍﾞﾝﾁｬｰ企業の皆さまからの資金

調達等の相談機能として、新たに埼玉県創業・

ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援ｾﾝﾀｰに隣接するさいたま新都心支店

に「創業・ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業 融資相談窓口」を開設

（17年11月より）。

事例４

＜ﾍﾞﾝﾁｬｰ・第二創業企業向け資金調達支援＞

・16年10月のﾃﾞｨｰﾌﾞﾚｲﾝ証券との業務協力協定を活用し、事業成長段階に応じた支援としてｸﾞﾘｰﾝｼｰﾄ市場を紹介。

その結果、17年11月、県内で初のｸﾞﾘｰﾝｼｰﾄ市場での公募増資による資金調達となる。

事例２

【右図①】

＜埼玉成長企業ｻﾎﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ＞

・中小企業基盤整備機構の制度を活用し、販路

開拓などのﾊﾝｽﾞｵﾝ支援（積極的な経営支援）

機能を有するﾍﾞﾝﾁｬｰ・第二創業企業向けﾌｧﾝﾄﾞ

を、埼玉県やさいたま市等とともに連携し、

創設(19年3月、総額20億円）。

2件の投資を実行。

【図①】 埼玉成長企業ｻﾎﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ（総額20億円）

埼玉成長企業ｻﾎﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ投資事業有限責任組合

＜有限責任組合員＞

＜無限責任組合員＞

当社当社

中小企業基盤整備機構中小企業基盤整備機構

日本ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ日本ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ

業務協力
契約締結

投資組合と
ﾊﾝｽﾞｵﾝ支援
について
覚書締結

・埼玉県

・ 埼玉県中小
企業振興公社

・埼玉県

・ 埼玉県中小
企業振興公社

・さいたま市

・さいたま市
産業創造財団

・さいたま市

・さいたま市
産業創造財団

埼玉県内経済諸団体埼玉県内経済諸団体

投資先投資先

経営・販売支援（ﾊﾝｽﾞｵﾝ支援）機能の提供経営・販売支援（ﾊﾝｽﾞｵﾝ支援）機能の提供

投資

支援要請



2.経営相談・支援機能強化、および事業再生への取組み事例2.経営相談・支援機能強化、および事業再生への取組み事例

事例１

＜地域型企業再生ﾌｧﾝﾄﾞ＞（埼玉中小企業再生ﾌｧﾝﾄﾞ）

・中小企業基盤整備機構、県内8金融機関等の共同出資による「地域型企業再生ﾌｧﾝﾄﾞ」の設立。
なお、このﾌｧﾝﾄﾞは、過剰債務等で業況悪化しているものの本業収益で再生可能な企業へ投資し、 中長期的な事業価値向上ｻﾎﾟｰﾄ機能
等を提供し、木目細かな事業再生を可能とするものです。

事例２

【右図②】

＜埼玉中小企業再生ﾌｧﾝﾄﾞ第1号案件＞

・A社は、地場の業歴ある一般貨物自動車運輸業者。

・営業所開設並びに排ｶﾞｽ規制にかかる設備投資（NOx対策）に
より、過剰債務・債務超過となっていた。

・当社は、A社の経営改善支援策を検討するにあたり、再建計画
の策定支援等を目的に、外部ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄをｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰとして紹介。
また、埼玉県中小企業再生支援協議会を活用し、再建計画の策
定支援及び取引金融機関調整を実施。

・再生ｽｷｰﾑとしては、当社が貸出債権を埼玉中小企業再生ﾌｧﾝﾄﾞ
に時価で売却し、実質的にA社の借入金負担を軽減。貸出債権
売却後、再生計画期間中（5年間）においては、同ﾌｧﾝﾄﾞの運営
会社が、A社の経営状況管理・経営指導（ﾊﾝｽﾞｵﾝ支援)を実施。

当社

A社
(再生を目指す中小企業）

【図②】 埼玉中小企業再生ﾌｧﾝﾄﾞ第1号案件

埼玉県中小企業再生支援協議会

外部コンサルタント

埼玉中小企業再生ﾌｧﾝﾄﾞ
（運営会社）

協議

再生計画策定支援

貸出債権売却

（時価）

返済

返済

経営状況管理
経営指導

ⅥⅥ..主な事例紹介主な事例紹介

B社（民事再生申請）B社（民事再生申請）

新B社新B社

当社当社

ｽﾎﾟﾝｻｰ企業（B社と同業）ｽﾎﾟﾝｻｰ企業（B社と同業）

100％減資

出資・社長派遣、100％子会社に

再生提案

ﾌﾟﾚﾊﾟｯｹｰｼﾞ型民事再生ｽｷｰﾑ事例【図③】

ｽﾎﾟﾝｻｰ候補相談

事例３

【右図③】

＜ﾌﾟﾚﾊﾟｯｹｰｼﾞ型民事再生＞

・B社は、地場の業歴ある建設業者。

・事業規模に比べ借入金が多く、資金繰り悪化。当社にて再生ｽｷｰﾑ
を検討した結果、信用力低下を極力抑え、円滑な再建を図るべく
ﾌﾟﾚﾊﾟｯｹｰｼﾞ型民事再生を採用。B社へ提案。

・ｽﾎﾟﾝｻｰ候補を選定のうえ、ｽﾎﾟﾝｻｰの支援を前提として、平成17年
1月に民事再生法の適用を申請。同年5月、再生計画の認可決定。

・ B社は100%減資し、ｽﾎﾟﾝｻｰ企業が新B社へ出資、完全子会社化。
また、一部債務を肩代わり返済。当社も債権放棄を実施。

・ ｽﾎﾟﾝｻｰ企業より新B社へ社長を派遣し、不採算工事の削減や管理
体制の見直しを実施。

Ｐ15Ｐ15
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2.経営相談・支援機能強化、および事業再生への取組み事例2.経営相談・支援機能強化、および事業再生への取組み事例

事例５

【右図⑤】

＜再生支援協議会を活用した事業譲渡・特別清算による事業再生＞

・D社は、地場の業歴ある運輸・倉庫業者。

・ﾊﾞﾌﾞﾙ期に行ったﾎﾃﾙ事業投資の失敗により、資金繰りが悪化してお
り、ﾒｲﾝﾊﾞﾝｸから債権売却する旨の通知を受けていた。同行との取
引には、事業用の倉庫が担保として供されており、競売となった場
合には順調な本業が頓挫する可能性があった。

・D社は、当社とは未取引であったが、顧問弁護士を通じて、事業再建
について当社宛に相談。当社は、埼玉県中小企業再生支援協議会と
連携・協働し、事業譲渡・特別清算ｽｷｰﾑを策定。

・当該ｽｷｰﾑは、D社の関連会社E社へD社の本業である運輸・倉庫業を
事業譲渡し当該事業を継続させ、D社については、清算手続を行う
もの。

・当社はE社に対し、D社会長所有の倉庫底地の取得資金を融資。
E社は、事業譲渡代金と会長の保証債務履行により、ﾒｲﾝﾊﾞﾝｸからの
借入金返済後、特別清算を行った。

【図⑤】
再生支援協議会を活用した

事業譲渡・特別清算による事業再生

当社当社

D社
その他事業部分

D社
その他事業部分

運輸・倉庫業部分運輸・倉庫業部分

特別清算

関連E社関連E社
運輸・倉庫業部分

事業譲渡

再生支援協議会再生支援協議会連携

ﾒｲﾝﾊﾞﾝｸﾒｲﾝﾊﾞﾝｸ

譲渡代金
倉庫底地

（会長所有）

借入金返済

倉庫用地取得

倉庫底地
取得資金融資

事例４

【右図④】

＜外部ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄを活用した事業譲渡・特別清算による事業再生＞

・C社は地場の業歴あるホテル業者。

・婚礼需要の多様化により売上が減少していたことに加え、過去に
業績不振のホテルを引継いだことにより借入が大きく、自力での再
建を断念。

・しかし、C社の運営するﾎﾃﾙのうち一つは、地元の利用ﾆｰｽﾞが非常に
高く、地元において、当該施設を存続させたいとの声が多く、当該
施設の地主および地元経済界より、当社宛に相談。

・当社は、外部のｺﾝｻﾙﾀﾝﾄを紹介するとともに、同ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄと連携・
協働し、事業譲渡・特別清算による事業再生ｽｷｰﾑを策定。
当該ｽｷｰﾑは、C社より、当該施設の運営事業のみを切り離し、地主お
よび地元有力者が出資設立した新会社へ譲渡し、C社については、清
算手続きを行うもの｡

・当社は新会社に対し、事業の譲受資金を融資。C社は、事業譲渡代金
と資産の売却代金により金融機関等へ返済し､特別清算を行う予定。

【図④】
外部コンサルタントを活用した

事業譲渡・特別清算による事業再生

当社当社

C社
その他事業部分

C社
その他事業部分

ホテル事業の一部ホテル事業の一部

特別清算

新会社新会社

事業譲渡

コンサルタントコンサルタント連携

金融機関他債権者金融機関他債権者

譲渡代金

借入金等返済

ホテル建物

事業譲受代金
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2.経営相談・支援機能強化、および事業再生への取組み事例2.経営相談・支援機能強化、および事業再生への取組み事例

事例７

【右図⑦】

＜DPO(Discount Pay Off)を活用した事業再生＞

・G社は、鋼材製品の製造・販売を主たる事業とし、大手の優良な

取引先を有する企業。

・ﾊﾞﾌﾞﾙ期の財ﾃｸ投資により借入金の負担重く、資金繰りが逼迫。
従前のﾒｲﾝﾊﾞﾝｸ等は、G社への貸出債権を外資系ﾌｧﾝﾄﾞ等へ売却。

・当社では、G社と融資取引が無かったが、埼玉県中小企業再生支援
協議会と連携・協議した結果、G社の安定した収益力、高い技術力､
雇用の確保等を勘案し、地域経済の活性化に貢献できる案件と判
断し、当社主導で再生ｽｷｰﾑを策定。

・その結果、従前のﾒｲﾝﾊﾞﾝｸ等から第三者へ売却された貸出債権を、
G社が当社を含む5行より協調融資を受け買取りを実施。
（DPO－Discount Pay Off）

※ なお、事例1､2､4､6､7の詳細は、当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでもご覧になれます

当社 他4行当社 他4行 埼玉県中小企業
再生支援協議会

埼玉県中小企業
再生支援協議会

G社G社 埼玉企業ﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙﾌｧﾝﾄﾞ 他埼玉企業ﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙﾌｧﾝﾄﾞ 他

従前のﾒｲﾝﾊﾞﾝｸ等従前のﾒｲﾝﾊﾞﾝｸ等 外資系ﾌｧﾝﾄﾞ等外資系ﾌｧﾝﾄﾞ等

連携

連
携

協調融資

当社債権を売却

過去に融資

債権売却

債権売却

DPO事例【図⑦】

事例６

【右図⑥】

＜EXITﾌｧｲﾅﾝｽによる事業再生＞

・F社は、健康ｾﾝﾀｰを運営。

・競合激化や消費低迷等により収益性が悪化し、個人地主から賃借し
ていた健康ｾﾝﾀｰの土地・建物地代家賃支払が経営を圧迫。平成16年
6月に民事再生法の適用を申請。

・平成17年8月、再生計画の認可決定を受け、代理人弁護士より、事業
継続、民事再生による再建のためには、個人地主からの土地・建物
の取得が必須として、当社へ支援要請あり。

・当社は、F社と融資取引が無かったが、再生計画を十分に検討した
結果、地域における雇用の確保や地場納入先への影響の回避等地域
経済の活性化につながり、再生支援が可能な案件と判断し、EXIT
ﾌｧｲﾅﾝｽを実行。

F社（民事再生申請）F社（民事再生申請） 当社当社

代理人弁護士代理人弁護士

EXITﾌｧｲﾅﾝｽによる事業再生事例【図⑥】

土地建物所有者土地建物所有者

連携

代金支払

土地建物
売却

EXITﾌｧｲﾅﾝｽ

支援要請
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3.お客さまの“声”を反映した利便性向上への取組み事例3.お客さまの“声”を反映した利便性向上への取組み事例

○当社では、営業店等にお寄せ頂いたお客さまの声を一元管理する「埼玉りそなVOC（＝Voice Of Customer）」や「お客さまｱﾝｹｰﾄ」、利用者の

皆さまからの「ｸﾞｯﾄﾞﾘﾚｰｼｮﾝ・ｱﾝｹｰﾄ」等に基づき、利便性向上等に向けてｻｰﾋﾞｽ改革に積極的に取り組んでおります。

・「埼玉りそなVOC」では、当社地域事務局ｻｰﾋﾞｽ改革室が中心となり、本部各部をﾒﾝﾊﾞｰとする「VOC推進部会」にて商品・ｻｰﾋﾞｽの改善策を

検討・実施しております。なお、平成18年度下期（平成18年10月～19年3月）は総数453件のご意見・ご要望を頂き、以下に一部ご紹介する具

体的な改善策を多数実施することができました。

改善策改善策お客さまの声お客さまの声

インタ－ネットバンキングをもっと便利にしてほしい。

りそなダイレクト（個人）については、18年7月より振込
依頼人名の変更、10月より振込限度額変更時の反映期間の
短縮、12月より国債の購入などのお取扱を開始しました。

・「ｸﾞｯﾄﾞﾘﾚｰｼｮﾝ･ｱﾝｹｰﾄ」によるお客さま満足度調査において、平成18年度の全体満足度DI
（＝満足以上－やや不満以下）は、平成16年度と比較して＋3ﾎﾟｲﾝﾄ改善しました。

・このほか、外部調査機関を活用した新たな顧客満足度調査を実施いたしました。今後、本

調査結果をもとに、更なるｻｰﾋﾞｽ改革に努めてまいります。

・また、引続き調査を実施すろとともに、新たな調査方法の検討を行い、積極的にお客さま

のご意見を収集し、商品・ｻｰﾋﾞｽ提供力を一層高めてまいります。

○これからも、お客さまの声・満足度を重視し、利用者の皆さまの利便性のさらなる向上

を目指してサービス改革に全社をあげて取り組んでまいります。

※ 以下事例等は、当社ﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌「埼玉りそな銀行TODAY」でも公表しています

※平成18年度下期にお寄せいただいた

ご意見・ご要望の状況

もっと多くのコンビニATMが利用できたらいいのに。

18年10月より、セブン銀行、ロ－ソンに加え、新たに
ファミリ－マ－ト等に設置されているE-netマークのある
ATMで、平日最大24時間、お引出し等のサービスがご利
用いただけるようになりました。

重要な情報は、ATM画面に表示してほしい。

「グッドリレーションアンケート」満足度調査（18年度下期）

総数：
2,249件

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

店内の雰囲気

案内係の応対

窓口係の応対

商品説明の分かりやすさ

窓口の待ち時間

全体的な対応

大変満足

満足

普通

やや不満

大変不満

りそなビジネスダイレクト（法人）については、8月より

手数料の振込先負担、利用者権限の詳細設定などのお取扱
を開始しました。

23%

8%

3%
11% 11%

44%

商品・サービス

ＡＴＭ

店舗施設

広告・宣伝

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ

その他

18年11月より、画面に「振込め詐欺」の注意喚起や手数
料の事前案内の表示をしました。
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3.地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献3.地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献

1.ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化1.ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化

ⅦⅦ．本計画を踏まえた今後の対応．本計画を踏まえた今後の対応

◆ 今後、当社としては、今般の「地域密着型金融推進計画」における実績・課題等を踏まえ、平成18年11月、りそな

ホールディグンスより策定・公表しました「経営の健全化のための計画」との整合性を確保しつつ、更なる地域密着型

金融機能の強化へ継続的かつ積極的に取り組み、地域経済社会への一層の貢献を目指してまいります。

◆ 具体的には､以下の3つの取組み柱を中心に､地域・お客さまから最も支持される金融サービスの提供に努めてまいる

考えです。

11．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化

22．事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底．事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底

33．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献

※※なお、各項目毎の具体的施策等については、別途策定・公表を予定しております。なお、各項目毎の具体的施策等については、別途策定・公表を予定しております。

2.事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底2.事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底

◆ 今後も、企業の皆さまのライフサイクルに応じた多様なニーズ（事業再生や創業・新事業、経営改善、事業承継等）

に対して常に最適・迅速かつきめ細かくお応えしていくよう、各種ソリューション提案・サポート提供機能の強化に

取り組み、お客さまの価値向上、地域金融の円滑化に努めてまいります。

◆ お客さまの事業価値を重視した融資が地域密着型金融における融資の基本との認識の下、引続き、お客さまの事業価値

に対する「目利き能力」の向上に努めるとともに、担保・保証に過度に依存しない、さまざまな融資手法の活用に取組み

ます。

◆ 引続き、地方公共団体等との適切な取引関係を維持・発展させると同時に、官民一体となった連携・協働活動を通じて､

幅広い金融サービスを機能の提供等に取り組み、地域経済社会の更なる発展に貢献してまいります。
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CRASCRAS Credit Rating and Assessment Systemの略。
平成17年11月より当社で導入している格付・自己査定ｼｽﾃﾑ。

CRMｼｽﾃﾑCRMｼｽﾃﾑ

CSRCSR

CSｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰCSｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

DDSDDS

DESDES

DIPﾌｧｲﾅﾝｽDIPﾌｧｲﾅﾝｽ

EXITﾌｧｲﾅﾝｽEXITﾌｧｲﾅﾝｽ

M&AM&A

PFIPFI

CRM（Customer Relationship Management）とは、お客さまとのﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟに基づき様々な各ﾆｰｽﾞに適した商品を提供することで
お客さま満足度を高め、収益力向上を目指すお客さま中心主義の経営概念。CRMｼｽﾃﾑとはこれを実現するためのｼｽﾃﾑです。

Corporate Social Responsibility（企業の社会的責任）の略。
企業が自らの活動基盤である社会との関わりの中で果たすべき責任のことです。

当社の接客ﾚﾍﾞﾙの統一と更なるCS（Customer Satisfaction）向上を目指して、営業店を訪問し、お客さまの視点に
立ったｱﾄﾞﾊﾞｲｽ・指導を行うインストラクターのことです。

Debt Debt Swapの略。債権者が債務者に対して有する既存の債権を、別の条件の債権と交換すること。既存の債権
を、別の劣後する債権に交換する意味で使われることが一般的です。

Debt Equity Swapの略。債務の株式化ともいい、借入を資本（＝株式）と交換すること。すなわち、債権者が、債
務者の再建支援のため、債権（貸付金等）の一部を株式に転換することです。

再建型法的整理手続である民事再生法・会社更生法の申立後、計画認可決定前の債務者（DIP：Debtor In 
Possession）の事業継続に必要な融資のことです。

「出口金融」ともいい、一般的には、民事再生法や会社更生法の手続きに入った企業が、法的再生手続を早期に終
結する目的で、全ての債務を一括返済するために受ける融資のことです。

Mergers ＆ Acquisitionsの略。企業の合併や買収のことで、事業の拡大や再編、ｺｽﾄ削減等を目的とした経営戦略
の一つです。

Private Finance Initiativeの略。従来、公共部門が実施していた社会資本整備などの公共ｻｰﾋﾞｽを、事業の効率化
と公共事業費の削減等を目的に、民間部門の資金を導入し、民間事業者を中心に実施する方法です。

TMOTMO Town Management Organizationの略。中心市街地活性化法に基づき、中心市街地の商業活動を活性化させるため、
その活動を総合的に企画・調整して実現を図る機関のことです。

※ ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ順、50音順となっております。

DPODPO Discount Pay Offの略。債権者が回収困難と判断している債権が債権の額面金額以下で売買され、最終的に借入人
本人がその債権をもとの金額以下で買取ること。借入人はこの買取りと同時に債務が免除されます。

NPOは、継続的、自発的に社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称。「NPO法人」という場合には、

特定非営利活動促進法に基づき法人格が付与された特定非営利活動法人を指すと解されています。NPONPO

ABLABL Asset Based Lending の略。集合動産担保融資のことで、企業が保有する在庫や売掛債権を担保に、資金調達する方法を
いいます。
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再生ﾌｧﾝﾄﾞ再生ﾌｧﾝﾄﾞ

埼玉りそなVOC埼玉りそなVOC

埼玉りそな産業協力財団埼玉りそな産業協力財団

産業ｸﾗｽﾀｰｻﾎﾟｰﾄ金融会議産業ｸﾗｽﾀｰｻﾎﾟｰﾄ金融会議

上位遷移上位遷移

商店街活性化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ商店街活性化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

偽造・盗難ｶｰﾄﾞの被害を抑止するため、携帯電話からの支払取引の停止登録・解除および状態照会が行える当社の
ｻｰﾋﾞｽです。ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞの第二の鍵として平成17年10月よりｻｰﾋﾞｽを開始しました。

過剰債務に陥った企業の建て直しを目的として、投資家から集めた資金を再生企業に投資するﾌｧﾝﾄﾞのことです。

VOCはお客さまの声（Voice Of Customer）の略。お客さまの声を、商品・ｻｰﾋﾞｽの改善等のｻｰﾋﾞｽ改革に反映させる
当社の仕組みのことです。

昭和38年、旧埼玉銀行の寄附により設立された財団です。当財団は、県内企業に対する的確・適切な経営情報ｻｰﾋﾞｽ
の提供を通じ、地域産業経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

産業ｸﾗｽﾀｰ計画（経済産業省が進める産学官による地域再生・産業集積計画）の支援を主な目的として、2003年に全
国11ﾌﾞﾛｯｸに設置された組織。地方銀行、信用金庫など多くの金融機関が参加しています。

金融機関の本業での収益を表す業務純益から、一般貸倒引当金繰入額を除いたもので、基本的な収益力を表す指標

のことです。

自己査定における貸出先の債務者区分が、例えば「要注意先」→「正常先」のように上位区分に変更になること。

活性化が必要な商店街に対して、商店街自らの活力向上への取組みを、ｿﾌﾄ･ﾊｰﾄﾞ両面から支援する埼玉県の施策の
ことです。

ⅧⅧ..用語解説用語解説

ｽｺｱﾘﾝｸﾞ商品ｽｺｱﾘﾝｸﾞ商品
ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙ（財務情報を中心とする多数の顧客ﾃﾞｰﾀに基づいて、統計的手法によって評点化を行い、信用力を判別
する仕組み）を審査に活用した融資商品のことです。

地域金融円滑化会議地域金融円滑化会議
貸し渋り・貸し剥がしﾎｯﾄﾗｲﾝ等に寄せられた苦情の共有化を図るため、監督官庁・地域金融機関・よろず相談所
（地域の銀行協会）により、都道府県毎に設置した会議のことです。
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平成18年5月の新会社法施行により導入された制度であり、中小会社の決算書における計算の適正性確保を目的としています。会
計参与は、株式会社の役員として取締役等と共同して計算書類等を作成する職務を遂行することとされています。会計参与制度会計参与制度

財務報告に係る内部統制財務報告に係る内部統制

実勢業務純益実勢業務純益

手指の静脈ﾊﾟﾀｰﾝ情報(生体認証情報)でご本人確認をする「指静脈認証」を採用し、高いｾｷｭﾘﾃｨを確保したＩＣｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ。

生体認証情報は一人ひとり異なるので、ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞの「偽造｣｢盗難｣｢なりすまし」などによる不正な引き出しを防止します。生体認証ICｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ生体認証ICｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ

ｴﾝﾛﾝやﾜｰﾙﾄﾞｺﾑ事件等に端を発した会計不信を払拭するため、金融商品取引法（ｱﾒﾘｶではSOX法）において法制化さ
れたもの。これにより、公開企業は適正な財務報告を行うための社内体制の整備が義務付けられました。



中小企業基盤整備機構中小企業基盤整備機構

ﾉﾝﾘｺｰｽﾛｰﾝﾉﾝﾘｺｰｽﾛｰﾝ

ﾊﾞｰｾﾞﾙⅡ（新BIS規制）ﾊﾞｰｾﾞﾙⅡ（新BIS規制）

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ

不動産流動化不動産流動化

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ

ﾏﾈﾛﾝﾏﾈﾛﾝ

中小企業者の事業活動に必要な助言、研修、資金の貸付・出資、助成および債務の保証、地域における施設の整備、共済制度の
運営等の事業を行い、中小企業事業者の事業活動の活性化のための基盤を整備することを目的とした独立行政法人です。

非遡及型融資のこと。通常の融資は企業自体に資金を貸出すため、担保を処分しても残存額に満たない場合は債務が残り、引き
続き返済が必要となるが、ﾉﾝﾘｺｰｽﾛｰﾝでは特定の事業を対象に融資し、返済は担保の範囲内に限定されます。

ﾘｽｸ評価の精緻化、金融機関自身のﾘｽｸ管理の重視、市場規律の活用等を目的に、2007年3月期から実施される、金融
機関の自己資本比率に関する新しい国際合意。

企業の事業展開を支援するため、企業とﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰの出会いの場を提供し、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰとの事業連携を図ろう
とする活動のことです。

不動産を活用した資金調達手段の一種。不動産から得られる収益を裏付けとして証券を発行し、資金を調達する方
法のことです。

企業の信用力や担保価値に依存せず、特定の事業（ﾌﾟﾛｼﾞｭｴｸﾄ）の事業性そのものを審査・評価し、融資した元利金
の返済原資をﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ運営から生み出されるｷｬｯｼｭﾌﾛｰに限定する融資形態のことです。

ﾏﾈｰ･ﾛｰﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞ（Money Laundering：資金洗浄）の略称。違法な起源の収益源泉を隠すことで、例えば、麻薬密売人が密売代金を偽名で開設した
銀行口座に隠匿したり、詐欺や横領の犯人が騙し取ったお金をいくつもの口座を転々と移動させて出所を分からなくするような行為等がその典
型とされます。

ⅧⅧ..用語解説用語解説

ﾏﾙﾁﾍﾟｲﾒﾝﾄﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
（MPN）

ﾏﾙﾁﾍﾟｲﾒﾝﾄﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
（MPN）

目利き人材目利き人材

ﾘｽｸ性商品ﾘｽｸ性商品

税金・公共料金等の収納機関と金融機関をﾈｯﾄﾜｰｸで結ぶことにより、各種払込みの手続きを電子化する仕組み。
①収納ｻｰﾋﾞｽ、②口座振替受付ｻｰﾋﾞｽ、③口座振替ﾃﾞｰﾀ伝送ｻｰﾋﾞｽ、④請求情報通知ｻｰﾋﾞｽの4種類のｻｰﾋﾞｽがある。

経営者（企業）の資質、技術力、販売力等から見た企業の将来性等を的確に判断し、または事業再生等に関する専門能力を有する
人材のことです。

払い込んだり、預け入れた資金が目減りする可能性がある金融商品のことで、相場変動や運用次第で資金が目減り
することのある株式、投資信託、外貨預金、変額保険等を一般的に指します。
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知的財産権担保知的財産権担保
知的財産権とは、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の総称で、模倣防止のための保護、研究開発へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ付与、取引上の信用維持を目
的として、新技術、新しいﾃﾞｻﾞｲﾝ、商標等について与えられる独占権のことです。物的担保や信用力が不足するﾍﾞﾝﾁｬｰ企業等の新たな資金調達
手段として、知的財産権担保融資が注目されています。

ﾊﾝｽﾞｵﾝ支援ﾊﾝｽﾞｵﾝ支援
ﾊﾝｽﾞｵﾝ（Hands On）とは、手を携えての意味で、単に資金面の支援にとどまらず、販路開拓等営業面や、経営管理
面における支援まで行うものを言います。
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